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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針（案） 

 

第三 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善に関する事項 

一 夜勤等の業務負担の軽減及び業務の効率化 

   看護師等を確保し、その就業継続を推進していくためには、労働時間短縮を

進めていくとともに、業務負担の軽減を図っていくことが必要である。 

   特に、夜勤は、看護師等が勤務する上で大きな負担となっており、看護師等

の継続勤務を促進する上では、その負担の軽減が必要である。このため、看護

師等の夜勤負担を軽減し、働きやすい職場づくりを進める上で、入院患者の状

況等に応じて、３交代制の場合は、複数を主として月８回以内の夜勤体制の構

築に向けて、引き続き積極的に努力する必要があるとともに、看護体制が多様

化する中で、その他の看護体制においても、看護師等の負担に配慮した夜勤体

制の構築に向けて積極的に努力することが必要である。また、病院等は、夜勤

の実施に当たっては、労働基準法（昭和 22年法律第 49号）の規定に則り、実

労働時間が６時間を超え８時間までは 45 分以上、８時間を超える場合は１時

間以上の休憩を勤務の途中で設けるとともに、夜勤時間の長さや看護師等の健

康状態に応じて仮眠時間を設定するよう努力することが重要である。また、病

院等は、夜勤中の仮眠に当たって、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第

32号）の規定に則り、適当な仮眠の場所を設けることが必要である。 

   このほか、年次有給休暇についても、勤務割を長期的に組むこと等により、

計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組む必要がある。 

   また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成 30

年法律第 71 号）によって労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成

４年法律第 90 号）が改正され、平成 31 年（2019 年）４月から、事業主に対

して、勤務間インターバルの確保が努力義務化された。看護師等の夜勤負担の

軽減を推進する観点から、国及び都道府県においては、病院等に対して、同法

に則り、看護師等に係る勤務間インターバルの確保を図るよう推奨することが

重要であるとともに、病院等においては、看護師等に係る勤務間インターバル

の確保を図るよう努力していくことが必要である。 

   あわせて、業務負担の軽減に当たっては、業務自体の効率化を推進していく

ことも重要である。こうした観点から、カルテの電子化など、病院等における

ＩＣＴ化を積極的に進めることや、ＩＣＴの積極的な活用等を通じて、訪問看

護ステーションにおける情報共有や 24 時間対応の効率化を推進することによ

って、看護師等の業務の効率化を図っていくことが重要である。また、病院等

における業務効率化の先進事例の収集・横展開を推進することも重要である。 

   看護師等の夜勤負担の軽減を図るため、地域医療介護総合確保基金により、

仮眠室・休憩スペースの整備等の夜勤負担の軽減につながる施設整備等に対す

る支援を行うとともに、診療報酬においても、看護師及び准看護師の夜間配置

に係る加算等において、看護師等の夜間の勤務負担軽減に資する取組を行って

いる場合を評価するなど、対応を講じている。病院等においては、これらを活

用しつつ、看護師等の夜勤負担の軽減を図っていくことが重要である。 
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二 給与水準等 

   給与水準については、個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏まえて、

労使において決定されるものであり、病院等の労使にあっては、人材確保の観

点に立ち、看護師等をはじめとする従業者の給与について、その業務内容、勤

務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべきである。 

   「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11月 19日閣議決

定）、「公的価格評価検討委員会中間整理」（令和３年 12 月 21 日とりまと

め。以下「中間整理」という。）等に基づき、地域で新型コロナウイルス感染

症に係る医療など一定の役割を担う医療機関（病院又は診療所をいう。以下同

じ。）に勤務する看護師等を対象に、令和４年（2022年）２月から９月までに

ついては、補助金により、収入を１％程度（月額平均 4,000円相当）引き上げ

るための措置を実施し、同年 10 月以降については、診療報酬において、収入

を３％程度（月額平均 12,000 円相当）引き上げるための処遇改善の措置を講

じた。対象となる医療機関においては、こうした措置を積極的に活用して、看

護師等の処遇改善を推進するよう努めることが必要である。 

   また、中間整理においては、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善につい

て、「管理的立場にある看護師の賃金が相対的に低いこと、民間の医療機関で

あっても国家公務員の医療職の俸給表を参考としている場合が多いことも指

摘されており、今回の措置の結果も踏まえつつ、すべての職場における看護師

のキャリアアップに伴う処遇改善のあり方について検討すべきである」とされ

た。こうした中間整理の内容を踏まえつつ、国の機関の実態に応じて、国家公

務員である看護師がキャリアアップに伴って昇格できる環境整備を図るため、

医療職俸給表（三）級別標準職務表が改正され、令和５年（2023年）４月から

施行された。あわせて、中間整理等を踏まえて、当該級別標準職務表の改正内

容を踏まえつつ、医療機関等において看護師のキャリアアップに伴う処遇改善

の推進に係る検討が行われるよう、厚生労働省から医療関係団体等に対して、

当該級別標準職務表の改正内容の周知等を行うよう要請を行った。医療機関等

においては、当該級別標準職務表の改正内容を踏まえつつ、各医療機関等の実

情に応じて、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していくこ

とが望まれる。 

 

 三 看護業務の効率化・生産性向上 

   看護師等が生きがいを持ち、より専門性を発揮できる働き方の推進や生産性

の向上、看護サービスの質の向上を図るため、看護業務の効率化に向けた取組

を推進する必要がある。看護師等の業務の見直しに当たっては、病院等は、患

者のニーズ、病院等の立地や規模、運営の効率化等を踏まえ、働く者が働きや

すく、より適切な看護サービスが提供できるよう、多様な勤務体制の採用、医

師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、救急救命士等他の医療関係

職種や看護補助者、医師事務作業補助者（医師の指示で事務作業の補助を行う
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事務に従事する者をいう。）等の事務職員との業務分担の見直し、申送りの改

善等の看護業務自体の見直し、情報共有方法の見直し、ＡＩ・ＩＣＴ等の技術

の活用等を通じて、それぞれの病院等の状況に応じた最適の就業環境となるよ

うにすることが重要である。その際、看護業務を実施する上で特に密接に関連

する医師等の関係者と看護部門とが協同してチーム医療に当たることができ

るよう、より適切な業務連携のルール作り等を進めることが重要である。 

   看護業務の見直しを行う場合には、患者に提供されるケアの質が確保される

とともに、業務分担を見直す場合には他職種の理解を得ることが求められるの

で、看護部門だけでの検討ではなく病院等全体としての取組が必要である。 

   これらを踏まえ、国においても病院等の創意と工夫を生かした業務改善が進

められるよう、看護業務の効率化に関する先駆的な取組を収集し、その中から

汎用性が高く効果のある取組を選定し、広く周知する等各種の施策を通じて支

援する必要があるとともに、看護サービスの質的な水準に着目した適切な評価

に配慮すべきである。 

 

 四 勤務環境の改善 

   看護師等の離職理由は、30歳代及び 40歳代では結婚、妊娠・出産及び子育

てが多い、50 歳代では親族の健康・介護が多い、20 歳代では他の年代と比較

して自分の健康（主に精神的理由）が多いといった特徴がある。このため、看

護師等の定着を促進していくためには、ライフステージに対応した働き方を可

能にする相談体制や環境整備を進めていくことが重要である。 

   看護師等の仕事と育児の両立支援を図るため、病院等においては、事業所内

保育事業、小規模保育事業等として市区町村の認可を受けた院内保育所への運

営費の支援や、地域医療介護総合確保基金による院内保育所の整備・運営に対

する財政支援を活用して、院内保育所を運営するなど、仕事と育児の両立支援

に向けた環境整備を推進していくことが重要である。 

   仕事と育児・介護の両立の観点からは、看護師等の育児や介護の事情に応じ

た柔軟な働き方が重要であることから、病院等においては、仕事と育児・介護

との両立支援に関する助成金や医療勤務環境改善支援センター等を活用しつ

つ、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。）に基づき、本

人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対する育児休業制度等の個別

周知及び育児休業の取得意向確認や、育児休業を取得しやすい雇用環境整備

（雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施等）の措置を適切に実施

するとともに、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、深夜業の制限、

所定外労働の制限（残業免除）、時間外労働の制限（残業制限）、所定労働時

間の短縮（短時間勤務）等の措置や労働基準法に基づく母性保護の規定及び雇

用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47

年法律 113号。以下「男女雇用機会均等法」という。）に基づく母性健康管理

措置を適切に実施していくことが重要である。さらに、病院等においては国の

援助を活用し、休職後の円滑な復帰が図られるよう研修等の実施に努めること



 

4 

 

が重要である。 

   また、医療勤務環境改善支援センターにおいて、看護師等の勤務環境改善の

ための体制整備を行う医療機関等に対して総合的・専門的な支援を行うととも

に、地域医療介護総合確保基金において、医療機関等における短時間正規雇用

の導入等に対する支援を行っていることから、医療機関等においては、こうし

た支援の活用も図りつつ、看護師等の勤務環境改善のための体制整備を進める

よう努めることが必要である。 

   あわせて、看護師等の就業継続に当たっては、メンタルヘルス対策を含めた

病院等における労働安全衛生対策の着実な実施が重要になる。労働安全衛生法

（昭和 47年法律第 57号）に基づき、ストレスチェック制度の実施が義務化さ

れている常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に該当する病院等において

は、適切にストレスチェックを実施し、個々の看護師等にストレスへの気付き

を促すとともに、ストレスチェックの結果を集団分析して、職場環境の改善に

つなげることが重要である。ストレスチェック制度の実施が努力義務とされて

いる当該規模に該当しない病院等においても、積極的にストレスチェック制度

を実施していくことが望ましい。 

   なお、今後、現役世代（担い手）が急減する中で、看護師等の確保と資質向

上を図っていくことが重要になることから、学び直しを行うケースや、病院で

働く看護師等が訪問看護等に従事するケース、専門性の高い看護師等が所属す

る病院等以外で支援的に業務に関わるケースなど、看護師等の柔軟な働き方に

対応できる環境整備や看護師等の生涯設計につながるような配慮が行われる

ことが望ましい。 

   他に魅力ある職場づくりのため、人間ドックの経費補助等健康管理制度の整

備や、中小企業退職金共済制度の利用等を含め退職金制度の充実に努めること

が必要である。 

 

 五 職場における雇用管理体制の整備及びハラスメント対策 

   雇用管理の改善等により看護師等の処遇の改善を図るためには、病院等の内

部における雇用管理についての責任体制を明確化する必要がある。また、病院

等の開設者等雇用管理の責任者は、看護師等の雇用管理についての十分な知

識・経験が必要である。 

   その際、これら責任者に対して労働関係法令等の周知・徹底を図るとともに、

病院等のみでは十分な改善を行えない場合には、公共職業安定所の雇用管理に

関する相談・援助サービスの活用を図ることが望ましい。 

   また、看護師等が働き続けやすい環境を整備する観点から、病院等において、

職場におけるハラスメント対策を適切に実施していくことが必要である。この

ため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律（昭和 41年法律第 132号）、男女雇用機会均等法、育児・介

護休業法等に基づき、病院等において、職場におけるハラスメントに係る相談

を受け付け、適切な対応を行うために必要な体制の整備等を着実に実施するこ

とが重要である。 
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   例えば、安心して相談できるよう、看護師等以外の者によるパワーハラスメ

ントの相談窓口を設けることや、多くの看護師等が経験するライフイベントと

関連付けて、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止の重要性を

周知・啓発するための研修を実施することなど、病院等において実効性あるハ

ラスメント対策を実施することが望まれる。 

   また、国・都道府県において、看護師等に対する患者・家族による暴力・ハ

ラスメントに関して病院等が適切な対策を講じることを支援するための取組

を推進するよう努めることが重要である。なお、こうした取組の推進に当たっ

ては、訪問看護については、看護師等が１人で利用者の居宅を訪問することが

多く、利用者等からの密室による暴力・ハラスメントの危険性が高いことを踏

まえ、訪問看護を想定した暴力・ハラスメントに対する安全対策の取組を推進

することも重要である。 

 

 六 チーム医療の推進、タスク・シフト／シェア 

   チーム医療とは、「医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い

専門性を前提に、目的と情報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完

し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供すること」とされている。 

   患者へのきめ細やかなケアや医療従事者の負担軽減を進めるため、今後、更

にチーム医療の考え方を進めていく必要がある。 

   チーム医療の推進のためには、看護師等が、他の医療従事者と連携を図り、

安全性の確保に十分配慮しつつ、自らの能力を十分に発揮できるようにするこ

とが必要であり、病院等の管理者は、こうした勤務環境の整備に努めることが

求められる。 

   チーム医療を推進する際には、看護の専門性を一層発揮するため、医療従事

者の合意形成の下、業務の移管や共同化（タスク・シフティング、タスク・シ

ェアリング）を進めていくことも重要である。例えば、特定行為研修（保健師

助産師看護師法第 37 条の２第２項第４号に規定する特定行為研修をいう。以

下同じ。）は、看護師の資質向上に資するとともに、医師とのタスク・シフト

／シェアとして医師の労働時間短縮への効果も期待される。 

   また、看護師等がより専門性を発揮できるようにするためには、看護師等か

ら看護補助者へのタスク・シフト／シェアを進めるなど、協働を推進していく

ことが重要である。このため、看護補助者への研修を進めて、技能の向上を図

るとともに、看護管理者や看護師等が看護補助者との協働を円滑に実施するた

めの知識や方法について理解を深め、活用の仕組みや体制を構築する能力を身

につけることが望まれる。 

 
第五 看護師等の就業の促進に関する事項 

 一 新規養成、復職支援及び定着促進を三本柱にした取組の推進 

   今後、現役世代（担い手）が急減する中で、増大する看護ニーズに対応して

いくためには、看護師等の確保に向けて、新規養成、復職支援及び定着促進を

三本柱とした取組を推進していくことが重要である。こうした観点から、潜在
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看護師等（就業していない看護師等をいう。以下同じ。）に対する復職支援の

充実を図るとともに、就業している看護師等のスキルアップを推進していくこ

とが必要である。 

   また、第一の二のとおり、看護師等の需給の状況は、地域別・領域別に差異

がある状況となっており、地域・領域ごとの課題に応じた看護師等の確保対策

を講じていくことが重要になっている。 

   法に基づき、看護師等の就業の促進等に係る業務を実施するため、各都道府

県に都道府県ナースセンターを設置するとともに、都道府県ナースセンターの

指導等の援助等を行う中央ナースセンターを設置している。看護師等の就業の

促進を図るため、二から六までのとおり、都道府県ナースセンターにおける看

護師等の就業促進に向けた取組を強化していくことが重要である。また、都道

府県ナースセンターにおける取組を支援する観点から、中央ナースセンターに

おいて、都道府県ナースセンターの就業促進に向けた取組の好事例を幅広く収

集し、横展開を図っていくことが必要であるとともに、看護師等に対する都道

府県ナースセンターや都道府県ナースセンターの取組の周知を推進すること

が重要である。 

   あわせて、看護師等の就業の促進に当たっては、看護師等の就業状況を正確

に把握することが重要であるため、利便性の向上等を通じて、保健師助産師看

護師法に基づき２年ごとに実施される業務従事者届の届出を促進することが

重要である。このため、令和４年度（2022年度）の届出から導入された医療機

関等での取りまとめに基づくオンライン届出の周知を推進するとともに、デジ

タル社会整備法に基づく看護師等の資格に係るマイナンバー制度の活用に基

づき、マイナポータルを通じた業務従事者届のオンライン届出を行えるように

することが重要である。 

 

 二 職業紹介事業、就業に関する相談等の充実 

   潜在看護師等の復職支援等の強化を図るため、都道府県ナースセンターにお

ける職業紹介及び就業に関する相談対応等の充実を図ることが重要である。 

   具体的には、デジタル社会整備法による法等の改正に基づき、令和６年度

（2024年度）から、「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用システ

ム」の運用を開始する予定であり、看護師等本人の同意を得た上で、看護職キ

ャリア情報（籍簿に記載された情報、業務従事者届に記載された情報及び経歴

等に係る情報を突合した看護師等に係る多様なキャリア情報をいう。以下同

じ。）を都道府県ナースセンターに提供することにより、都道府県ナースセン

ターにおいて、個々の看護師等の特性に応じた職業紹介、就業に関する相談、

復職に資する研修情報の提供等を実施していくことが必要である。 

   また、都道府県ナースセンターにおいては、法に基づく看護師等の離職届出

や、病院等、看護師等学校養成所等の関係者との協力に基づく潜在看護師等の

動向の調査などを通じて、潜在看護師等の把握を進めて、潜在看護師等の復職

支援に活用していくことが重要である。 

   あわせて、潜在看護師等の円滑な職場復帰のため、都道府県ナースセンター
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において、復職に当たって必要となる知識・技能に関する研修を実施するとと

もに、紹介先の病院等において円滑な受入れができるよう、必要に応じて、病

院等に対してＯＪＴ（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）の実施等の助言・援

助を行うことが重要である。 

   潜在看護師等に係る職業紹介については、都道府県ナースセンターのほか、

公共職業安定所においても積極的な取組を行うことが必要である。公共職業安

定所においては、公共職業安定所のスペースを活用した都道府県ナースセンタ

ーによる巡回相談の実施など、都道府県ナースセンターとの緊密な連携等を通

じて、マッチングの強化を図ることが重要である。また、有料職業紹介事業者

については、看護師等や病院等が適正に事業者を選択できるよう、法令の遵守

や手数料の公表などの一定基準を満たした事業者の認定を推進することや職

業紹介事業の実績等に関する情報(６ヶ月以内の離職状況や手数料率等)の開

示を行うことが重要である。 

   就業する看護師等の増大を図っていくためには、職業紹介等の充実ととも

に、病院等において、看護師等の就業継続を推進していくことも重要である。

このため、病院等においては、第三の一及び四のとおり、看護師等の業務負担

の軽減や勤務環境の改善に向けた取組の推進に向けて努力していくことが望

まれる。 

 

 三 スキルアップ支援の充実 

   看護師等の就業継続を促進するため、令和６年度（2024年度）から運用開始

予定の「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用システム」により、

マイナポータルを通じた看護師等自身の看護職キャリア情報への簡便なアク

セス及び利用を可能にすることにより、看護師等のスキルアップの推進を図る

ことが重要である。 

   また、同人材活用システムを通じて、看護職キャリア情報に基づき、都道府

県ナースセンターが、就業している看護師等のそれぞれの特性等に応じて、研

修情報等のスキルアップに資する情報提供を行うことにより、看護師等に対す

るスキルアップ支援の充実を図ることが重要である。 

 

 四 地域の課題に応じた看護師等の確保 

   第一の二のとおり、看護師等の需給の状況は、都道府県・二次医療圏ごとに

差異があることから、関係者の連携の下、看護師等確保に係る地域の課題を把

握した上で、実効性ある看護師等確保の取組を講じていくことが必要である。 

   このため、都道府県は、都道府県ナースセンター等の関係者と連携しながら、

都道府県・二次医療圏ごとの課題を把握し、医療計画等に基づき、新規養成・

復職支援・定着促進を三本柱とした取組を推進することが重要である。 

   こうした取組の推進に当たって、都道府県ナースセンターは、専門的知見等

を活かして、地域の関係者との連携に基づく都道府県・二次医療圏ごとの課題

の抽出に貢献するとともに、抽出された当該課題の解決に向けて、無料職業紹

介などの業務を実施していくことが重要である。 
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   また、地域の課題に応じた看護師等確保対策の実施に当たっては、二次医療

圏を越えた対策等が必要になることから、都道府県、都道府県の職能団体、病

院等の地域の関係者が連携して取組を進めていくことが望まれる。 

 

 五 領域の課題に応じた看護師等の確保 

   第一の二のとおり、領域別の今後の看護師等の需給の状況を勘案すると、訪

問看護については、看護師等の確保の必要性が高い一方で、看護師等の確保が

難しい状況となっており、訪問看護における看護師等の確保を推進していくこ

とが重要になっている。 

   このため、都道府県においては、医療計画において、地域の実情を踏まえて、

地域医療介護総合確保基金の活用や都道府県ナースセンターにおける取組の

充実など、訪問看護に従事する看護師等を確保するための方策を定め、当該方

策の着実な実施を図ることが重要である。 

   都道府県ナースセンターや都道府県の職能団体において、地域の関係団体と

連携して、訪問看護での就業に資する実践的な研修を積極的に実施するととも

に、都道府県ナースセンターは、個々の看護師等の意向やこれまでのキャリア

等を踏まえつつ、訪問看護に係る職業紹介を推進することが重要である。また、

人材確保に当たっては、事業所における雇用管理及び勤務環境整備の適切な実

施や、経営の安定化等も重要であるため、都道府県ナースセンターや都道府県

の職能団体においては、地域の関係団体と連携して、訪問看護ステーション、

看護小規模多機能型居宅介護事業所等の管理者に対する研修や相談を実施し

ていくことが重要である。 

   また、訪問看護ステーションについては、経営規模の拡大によって、経営の

安定化及び提供する訪問看護サービスの質の向上が図られ、安定的・効率的な

人材確保に資するものと期待される。 

   訪問看護ステーションにおいては、地域の実情等を踏まえつつ、地方公共団

体や事業所間の連携や事業者規模の拡大について、検討を進めていくことが望

まれる。 

   あわせて、出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産

後も安心して子育てができる支援体制を確保するため、母子保健法（昭和 40

年法律第 141号）において産後ケア事業が位置付けられたことを踏まえて、産

後ケア事業の実施に当たって必要となる助産師等の確保を図ることが重要で

ある。 

 

 六 生涯にわたる看護師等の就業推進 

   今後、現役世代（担い手）が急減していく一方、総務省統計局「国勢調査」

（令和２年）及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和

５年推計）出生中位（死亡中位）推計」によれば、65歳以上人口は、令和２年

（2020年）の 3,603万人から令和 22年（2040年）の 3,928万人へと増加する

ものと推計され、総人口に占める 65歳以上人口の割合も、令和２年（2020年）

の 28.6％から令和 22 年（2040 年）の 34.8％へと増加するものと推計されて
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いる。看護師等の就業者の年齢階級別構成割合の推移を見ると、高齢期の看護

師等の就業が進んでいるところであるが、今後、現役世代（担い手）が急減す

る中で、看護サービスの需要の増大に対応していくためには、高年齢者である

看護師等（55歳以上である看護師等をいう。以下同じ。）の就業を推進するこ

とが必要である。 

   このため、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律第 68

号）の規定に基づき、病院等は 65歳までの高年齢者雇用確保措置（65歳まで

の定年引上げ、定年制の廃止又は 65 歳までの継続雇用制度の導入のいずれか

の措置をいう。）を着実に講じるとともに、70歳までの高年齢者就業確保措置

（70 歳までの定年引上げ、定年制の廃止、70 歳までの継続雇用制度の導入等

のいずれかの措置をいう。）の実施に努力することが必要である。また、都道

府県ナースセンターは、高年齢者である看護師等及び求人施設向けの研修や、

高年齢者である看護師等向けの求人開拓及び就業に関する情報提供等の取組

を推進することが重要である。あわせて、国において、高年齢者である看護師

等の就業の実態等を把握するとともに、高年齢者である看護師等の就業に関す

る好事例を収集し、周知を図ることが重要である。 

   今後の人生 100年時代において、看護師等は生涯にわたり研鑽を積み、様々

な環境で職能を高め続ける専門職業人であるとの基本的な認識に立ち、持てる

能力を遺憾なく発揮できるようにすることが重要である。 

 

第七 その他看護師等の確保の促進に関する重要事項 

 一 国民の理解の向上 

   看護師等の確保を進める上で、医療関係者をはじめ広く国民一人一人が、療

養上の世話又は診療の補助等を行う「看護」の重要性について理解と関心を深

めることを通じて、国民全体の理解を進める必要がある。これにより、看護を

専門とする看護師等の社会的評価の一層の向上も期待され、看護師等の業務へ

の誇りと就業意欲の向上につながるとともに、看護師等を志望する者の増加に

より看護師等の確保に資することが期待される。 

   また、国民は誰もが病を得ることがあることから、国民一人一人が傷病者等

を看護することの重要性や魅力を理解し、看護に従事する者への感謝の念を持

って接することが望ましい。このため、ナイチンゲールの誕生日である５月 12

日を「看護の日」とし、この日を含む一週間を「看護週間」としているところ

である。これらを中心として、その意識の高揚を図るための行事の開催等を通

じ、看護の大切さを広く国民が再認識するための運動を展開することが効果的

であり、その際、国民においても、広く看護に親しむ活動に参加することが望

まれる。 

   こうした機会等で看護師等自らが看護業務についてアピールしていくこと

は若者をはじめ広く国民の理解の向上につながっていくものと考えられる。 

   なお、学校教育においても、各学校段階を通して職場体験やインターンシッ

プを含めた看護・福祉に関する体験学習の機会の充実に努めるなど、これから

看護の道を志す若者の看護師等の役割に対する理解が促進されるよう適切な
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進路指導を行う必要がある。 

   あわせて、看護師等の専門性の具体的な内容及び役割並びに特定行為研修修

了者、専門看護師、認定看護師その他の専門性の高い看護師の専門性の具体的

な内容及び役割を発信することも重要である。 

 

 二 調査研究の推進 

   近年、医学・医療の高度化・専門化、生活様式・価値観の多様化に加え、多

発する災害や新型コロナウイルス感染症の感染拡大などにより、看護に対する

国民のニーズも高度化・多様化している。チーム医療の中で、看護の専門性を

発揮し、国民のニーズに応えていけるよう、科学的根拠に基づく看護実践やＡ

Ｉ・ＩＣＴの活用といった技術水準の向上や業務効率化への取組が必要であ

る。 

   このため、効果的かつ効率的な質の高い看護を実現するための研究を行う研

究者の育成や広く看護現場で活用される看護ケアの評価、在宅における看護技

術等看護全般にわたる研究が求められており、国としてもこれらに対する支援

策を講じていくことが重要である。 

 

 三 看護師等の確保を図るための看護補助者による業務実施の推進 

   現役世代が急減していく一方で、高齢化の進行に伴って看護ニーズが増大し

ている状況において、看護師等が実施する必要がある診療の補助又は療養上の

世話に係る業務について、必要な看護師等の確保を図っていくためには、看護

補助者が実施可能な業務については、看護補助者が担っていく環境を整備して

いくことが重要になる。 

   このため、国においては、看護補助者の業務に必要な知識・技術の習得に向

けた研修プログラムの開発、看護補助者の活用や病院等での呼称に関する好事

例の情報発信、病院管理者等を対象とした看護補助者の活用に関するセミナー

の開催などの取組を行うことが重要である。 

   また、都道府県ナースセンターにおいては、地域の実情や病院等のニーズに

応じて、職業安定法（昭和 22年法律第 141号）に定める必要な届出を行った

上で、看護師等の無料職業紹介と併せて、看護補助者の無料職業紹介も実施す

ることが重要である。 

   診療報酬において、看護補助者の配置に係る加算や看護補助者に対してより

充実した研修を実施した場合等の評価を行っており、病院等においては、これ

らを活用しつつ、看護補助者による業務実施を推進していくことが重要であ

る。 

   あわせて、看護補助者の社会的な認知の向上に努めるとともに、看護補助者

の技能の向上及び把握・活用に努めていくことが重要である。 


